
大規模災害発生時の議会の体制について
●市災害対策本部が設置され、さらに全職員が動員対象となる大規模災害 

     ●その他議長が本指針の適用を必要と認める災害等 

設置 

 招集

設置・招集の報告  設置・招集の報告

解散の報告 解散の報告

◎ 議会の平常化後… 

・市本部に対する提案、提言、要望等 

・執行部と連携し、国、神奈川県、関係機関等に対する要望等の活動 

・市民の生活基盤の回復、整備等に必要な予算の速やかな審議

      返信 

送信

※ 指定された議会局職員参集        

安否確認メール

議会局

●議長、副議長、会派代

表、議会運営委員会正

副委員長
●議会が平常どおり活動
できるようになるまで
の間、要綱により設置 
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市災対本部からの 
被災状況等の情報提供
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●地域の情報 

●被災者の要望

市災対本部からの 

被災状況等の情報提供


